
	

		[image: 青森県十和田市]

		
			
					青
	黒
	白


			

			
					文字サイズ
	標準
	大きく


			

			Language

			サイトマップ

			検索
				
					
					
					

				

			

		

	
	

		
				災害・防災
	くらし・手続き
						もしものときは
	申請届出様式
	税について
	生活・すまい
	公共交通
	選挙
	戸籍・住民票
	マイナンバー
	市民図書館蔵書検索
	移住・定住支援
	結婚支援


				
	教育・文化
											教育委員会
	学校教育
	生涯学習・社会教育
	文化
	スポーツ


									
	健康・福祉
											子育て
	医療・検診
	国民健康保険
	国民年金
	後期高齢者医療制度
	介護・高齢者福祉
	障がい者福祉
	生活保護
	健康相談


									
	産業・しごと
						入札・契約
	農林畜産業
	商工業
	食産業
	雇用・労働
	有料広告事業


				
	観光・特産
											イベント情報
	観光スポット
	観光ガイド情報
	物産・特産
	宿泊施設
	写真素材集


									
	市政情報
											市の紹介
	公共施設
	各種統計情報
	行政・財政
	計画・取り組み
	市議会
	例規集
	庁舎マップ・アクセス
	広報
	職員採用
	その他


									


		

	
	
	
		
		
		
			現在の位置：ホーム  >  くらし・手続き  >  公共交通  >  十和田市街地循環バス・西地区シャトルバスを運行しています

			十和田市街地循環バス・西地区シャトルバスを運行しています

			
									新着情報


令和６年４月１日　令和６年度市街地循環バス・西地区シャトルバスの運行について New!


 


令和６年度　運行経路及び運行時刻


令和６年度の運行について、下記リーフレットをご覧ください。


リーフレットは、まちなか交通広場や市役所などの公共施設の他、停留所付近の病院、商業施設などに設置しておりますので、ご活用ください。広報とわだ４月号にも掲載しています。


 


令和６年度版 市街地循環バスリーフレット[image: PDFファイル](8632KB)[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]


令和６年度版 西地区シャトルバスリーフレット[image: PDFファイル](5766KB)[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]


※西地区シャトルバスは、令和６年度より停留所を２か所追加します。


 


また、令和６年４月１日（月）より、市街地循環バス等運賃無料乗車証「駒らんパス」を開始します。


詳細はこちらからご確認ください。


市街地循環バス等運賃無料乗車証「駒らんパス」


 


[bookmark: ukaidaisya]迂回・代車運行等


予定なし


 


運行車両


＜市街地循環バス＞


　　北線運行車両　　　　　　　 南線運行車両


　[image: ]　　　　　[image: ]


　蜷川実花様デザイン　　　　飯川雄大様デザイン


 


＜西地区シャトルバス＞


　[image: ]


　曽谷朝絵様デザイン


 


※デザインはイメージ図です。　


 


[bookmark: busyohou]バスロケーションシステム「バス予報®」について


　「バス予報®」とは、スマートフォンなどで、いつでも、どこでも、バスの運行状況などをリアルタイムで確認できるシステムです。安心してバスを利用することができますので、ご活用ください。


　


　ご利用はQRコードまたは、http://towada.busyohou.jp[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]からアクセスしてください。


　[image: ]


　


　操作方法については、下記をご覧ください。


　バス予報®操作説明[image: PDFファイル](3635KB)


 


※本サービスの利用料は無料ですが、ご利用にかかる通信料はお客様の負担となります。


　


※車両の現在位置や到着予測については、システムの処理時間等により実際と異なる場合があります。


　また、本サービスのご利用により生じた障害、損失などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。


 


運行期間


令和６年度：令和６年４月１日（月）～令和７年３月31日（月）


※運休日は下記をご確認ください。


 


[bookmark: unkyuu]運休日


運休日は、随時更新します。


 


運賃


１回の乗車につき100円


※小学校入学前の子どもの運賃は無料です。


 


市街地循環バス専用定期券について


市街地循環バス専用定期券は、十和田市中央バス案内所（電話：0176-23-3136）で購入できます。


なお、回数券の取扱いは令和６年３月31日をもって終了となりましたので、ご利用できません。


 


	種別	内容	販売金額
	定期券	１カ月	
			持参人式定期券


			※定期券に記名されている人以外も利用できますが、


			　定期券１枚に付き１人のご利用となります。

				3,000円
	３カ月	8,100円



※西地区シャトルバスではご利用いただけませんので、ご了承ください。


 


注意事項


・車両整備などの都合により、運行車両の変更や、アートバス以外のバス等（一般の路線バス車両やタクシー車両）が使用される場合がありますので、ご了承ください。


 


利用状況


運行期間　令和５年４月１日～令和６年２月29日


運行日数　330日


	 	乗車人数	１日当たりの乗車人数	
			１便当たりの乗車人数

			
	
			市街地循環バス

				39,014人	
			118.2人（48.1人↑）

				
			7.4人（1.6人↑）

			
	
			西地区シャトルバス

				4,589人	  13.9人（  4.0人↑）	      2.3人（2.0人↓）



※カッコ内の数字は、令和４年度運行との比較です。


　


お問い合わせ先


十和田市街地循環バスの運行に関するお問い合わせ


十和田観光電鉄株式会社　三本木営業所


電話：0176-23-3133


西地区シャトルバスの運行に関するお問い合わせ


東京太陽株式会社　青森タクシー十和田営業所


電話：0176-24-2021


市の公共交通に関するご意見など


十和田市都市整備建築課都市政策・空き家対策係


電話：0176-51-6735

									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


都市整備建築課　都市政策・空き家対策係
	電話：0176-51-6735
	メール：toshiken@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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